
１．奨学金制度とは？

将来、言語聴覚士を目指して勉強する学生を対象に、就学期間中の学費の一部を
館山病院が負担援助する制度です。

２．対象者

言語聴覚士を目指されている療法士養成校に入学予定または在学中の学生で、
卒業後に館山病院への入職を希望される方。年度途中からの利用も可能です。

３．対象費用
入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・その他必要と認められるもの。

４．貸付限度額
下表記載金額を限度額とし、貸与開始から卒業するまでの期間（修学年限）
月数に乗じた金額を総額限度額（実費が限度額を超えない場合は実費が上限）とします。

５．貸付実行方法

申込者指定の金融機関口座へ、毎月２０日に振り込みます。

６．貸付の停止

休学（留年）の場合には復学（進級）するまで貸し付けを停止します。
休学（留年）期間分の貸与増額は行いません。

７．貸付の取り消し

学校を退学された場合や学校卒業後に館山病院に入職されなかったなどの場合には、
貸付された金額に年利３．０％の利息を加算した金額を一括返済していただくことになります。

８．返済の免除

貸付金は各養成施設を卒業し、資格取得後、修学年限と同期間館山病院に勤務した時に
全額免除されます。ただし学校卒業後引き続き勤務するものとし、就業期間の算定には
病院において業務に従事しなかった期間を除くものとします。

９．奨学生募集人数

若干名

１０．奨学生募集期間

随時

１１．選考方法

書類審査および面接を実施の上、決定します。

１２．申込方法

申請方法等、詳細につきましては、以下お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
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就学年限と同期間
館山病院にて勤務すること

≪奨学金のお問い合わせ先≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　０４７０－２２－１１２２　（内線７２８）
　　　　　　　　総務課　採用担当

言語聴覚士
養成学校

専門学校
月額　　　　５０，０００円
総額　１，２００，０００円

２年 ２年

2022年6月新病院新築移転OPEN


